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• 「国民生活センター越境消費者センター（ＣＣＪ）」は、海外ネットショッ
ピングなど、海外の事業者との取引でトラブルにあった消費者のため
の相談窓口。

• ＣＣＪでは、海外の消費者相談機関と連携し、海外に所在する相手方
事業者に相談内容を伝達するなどして事業者の対応を促し、日本の
消費者と海外の事業者のトラブル解決を支援。
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（注）アルゼンチン、チリ、ウルグアイ、パラグアイ、ボリビア、ブラジル、
ペルー、コロンビア、ベネズエラ、コスタリカ、メキシコ

国・地域 機関名

アメリカ、
カナダ、

メキシコ

ＢＢＢ
（The Council of Better Business Bureaus）

台湾

ＳＯＳＡ
（Secure Online Shopping Association）

消費者文教基金会
（Consumerｓ’ Foundation, Chinese Taipei )

シンガ

ポール
シンガポール消費者協会
（Consumer Association of Singapore）

ベトナム
EcomViet

（Vietnam E-commerce Development Center）

南米11ヵ国・

スペイン（注）

ODRLA
（ODR Latinoamerica）

ロシア
Center for Mediation and Law
（Scientific and Methodological
Center for Mediation and Law）

韓国
韓国消費者院
（Korea Consumer Agency）

タイ
消費者保護委員会事務局
（Office of The Consumer Protection Board）

フィリピン
貿易産業省消費者保護グループ
（Department of Trade and Industry）

イギリス
公認取引基準協会
（Chartered Trading Standards Institute）

マレーシア
マレーシア消費者苦情センター
（National Consumer  Complaints Centre, 
Malaysia）

香港
香港消費者委員会
（The Consumer Council of Hong Kong）

ラトビア
ＣＲＰＣ
（Consumer Rights Protection Centre）

エストニア
ＣPTRA
（Consumer Protection and Technical 
Regulatory Authority）

国民生活センター越境消費者センター（ＣＣＪ）の概要
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 2018年12月より、訪日観光客が日本滞在中に消費者トラブルにあった場合の電話相談窓口として、
「訪日観光客消費者ホットライン」（Consumer Hotline for Tourists）を開設。

 2021年7月に専用サイトを開設。

 対応言語

英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、
フランス語、日本語（計7ヵ国語）

 受付時間

平日10時～16時 （土日・祝日、年末年始を除く）

 対象となる相談

日本滞在中の消費者トラブル（商品の購入、
飲食、宿泊、交通機関の利用等に伴うトラブル）
に関する相談

※対象となる消費者トラブルの具体例
例１：商品を購入したが、壊れていた
例２：飲食店で著しく高額の請求があった
例３：レンタカーで高額な修理代を請求された
例４：ホテルの部屋が予約内容と違っていた

※観光情報、落とし物・忘れ物、事件・事故、
病気・ケガなど、消費者トラブル以外の相談は
他の相談窓口を紹介

【窓口周知動画】
専用サイト内

【専用サイト】
https://www.cht.kokusen.go.jp/

＊日本語、英語、中国語(簡体字、繁体字)
ページはチャットボットにも対応。

訪日観光客消費者ホットライン（外国人観光客向け電話相談窓口）
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消費生活相談のＤＸについて
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